
第７　剰余金処分計算書            

   　  （単位：円）

（注）　1．次期繰り越し金に含まれる、法第５５条第７項（法第９６条第３項において、

　　　　　準用する場合を含む。）に規定する経営指導・教育情報事業の費用に充てるた

　　　　　めの繰越額（いわゆる教育情報資金）は、1,000,000円である。

　　　

12,810,097             

２. 剰余金処分額

１. 当期未処分剰余金

科　　　　　　目 金　　　　　　額

第７６期　剰余金処分案 （剰余金処分計算書）

　　　（２）出資配当金 1,776,691              

6,000,000              

３. 次期繰越剰余金 5,033,406              

　　　（１）利益準備金

　　　　　　　うち目的積立金
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